
不
動

産
等

の
売

買
又

は

貸
付

け
の

あ
っ

せ
ん

手
数

料
の

支
払

調
書

 

 － 21 －

１ 提出する必要がある方 

第６ 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 

 

 

 

平成 27 年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶（総トン数 20 トン以上のものに限ります。）、航

空機の売買又は貸付けのあっせん手数料（以下これらの手数料を「不動産売買等のあっせん手数料」といい

ます。）を支払った法人（国、都道府県等の公法人を含みます。）と不動産業者である個人の方です。ただし、

不動産業者である個人の方のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は

提出義務がありません。 

 

【不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出範囲】 

同一の方に対する平成 27 年中の支払金額の合計が 15 万円を超えるもの 

 

 

 

記 載 欄 名 記 入 す べ き 事 項 

① 支払を受ける者 支払調書を作成する日の現況における不動産等の売買又は貸付けのあ

っせんをした方の住所（居所）、本店又は主たる事務所の所在地、氏名（個

人名）又は名称（法人名など）を契約書等で確認して記入してください。

② 区分 譲渡、譲受け、貸付け、借受けのように記入してください。 

③ 支払金額 平成 27 年中に支払の確定した金額（未払の金額を含む。）を「区分」

欄の支払内容ごとに記入してください。 

④ あっせんに係る不動産等 イ 「物件の種類」欄 ：土地、借地権、地役権、建物等 

ロ 「数量」欄 ：土地の面積、建物の戸数、延べ面積等 

ハ 「取引金額」欄 ：売買や貸付けの対価の額（賃貸借の場合には単位

（月、週、日、㎡等）当たりの賃貸借料） 

⑤ 支払者 不動産売買等のあっせん手数料を支払った方の住所（居所）又は所在地、

氏名又は名称及び電話番号を記入してください。 

 

 

 

(1) 「不動産の使用料等の支払調書」や「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「（摘要）」欄の「あっ

せんをした者」欄に、あっせんをした方の「住所（所在地）」、「氏名（名称）」やあっせん手数料の「支

払確定年月日」、「支払金額」を記入して提出する場合には、この支払調書の作成・提出を省略すること

ができます。 

(2) 消費税等の取扱いについては、1 ページ  法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記入方法について  を参照

してください。 

２ 各欄の記入要領 

３ その他の注意事項 
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第７ 法定調書等の提出について 

 

これまでに説明した法定調書を税務署に提出する場合は、作成した法定調書と「給与所得の源泉徴収票等

の法定調書合計表」（以下「合計表」といいます。）を併せて提出します。 

次ページの「第８ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方」を参考にしてください。 

なお、税務署から合計表が送付されている方で、本年度に提出すべき法定調書がない場合には、お手数で

すが税務署から送付された合計表の「（摘要）」欄に「該当なし」と記入の上、提出をお願いします。 

また、e-Tax を利用して法定調書と合計表を提出した場合や、合計表の「翌年以降送付要否」欄の「否」

に○をした場合は、その翌年から合計表は送付されません。 

 

光ディスク等による法定調書の提出の義務化について 
 

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が 1,000 枚以上である法定調

書については、平成 26 年 1 月 1 日以降、光ディスク等又は e-Tax による法定調書の提出が義務化され

ています。 

なお、給与所得（及び公的年金等）の源泉徴収票の光ディスク等又は e-Tax による提出が義務付けられ

た年分については、平成 26 年１月１日以降に市区町村に提出する給与支払報告書（及び公的年金等支払

報告書）についても光ディスク等又は eLTAX（地方税ポータルシステム）による提出が義務化されてい

ます。 

eLTAＸについては、eLTＡＸホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。 

 

本店等一括提出制度について 
 

平成 26 年度税制改正において、支店等が提出すべき法定調書を本店等が取りまとめて光ディスク等に

より提出（本店等一括提出）できることが、法令上明確化されました。 

具体的には、支店等が当該支店等を所轄する税務署長の承認を受けた場合には、光ディスク等又は e-Tax

により、当該支店等が提出すべき法定調書を本店等が取りまとめて提出することができます。 

なお、支店等が上記の本店等一括提出を選択する場合には、その支店等が当該支店等を所轄する税務署

長に対して、承認申請書を提出することとなります（平成 26 年４月１日以後に提出する承認申請書から

適用されます。）。 

承認申請書の様式及び当該制度の詳細については、以下の国税庁ホームページをご覧ください。 

（掲載場所）「国税庁ホームページ（ホーム）」＞申告・納税手続＞税務手続の案内＞法定調書関係＞ 

      [手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請手続」 

４ 記載例 


